
橋本市規則第 22 号

橋本市農業振興条例施行規則の一部を改正する規則を、別紙のとおり公布

する。

令和 7 年 3 月 31 日

橋本市長 平木 哲朗



橋本市農業振興条例施行規則の一部を改正する規則

橋本市農業振興条例施行規則(令和 2 年橋本市規則第 38 号)の一部を次のように改正する。なお、改正部分は、次の表中下線

又は太線の部分である。

改正後 改正前

(定義)

第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1)・(2) 略

(3) 農地 農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第 2 条第 1 項に規定する農

地をいう。ただし、農地法第 32 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定す

る農地(以下「遊休農地」という。)を除く。

(4)・(5) 略

(6) 印刷物 農産物・加工品の販売促進やリピーター獲得に繋がるチ

ラシ又はリーフレットで、市内農業者が市内の印刷事業者に発注し

て納品を受けるものをいう。

(7) 市内農業者 市内に住所を有する個人であって橋本市農地台帳に

登録された者若しくは市外に農地を有する者(当該農地が所在する市

区町村の農業委員会等が発行する耕作証明書等によりその旨が確認

できる者に限る。)若しくはこれらの者で構成された団体又は市内に

登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を

営む者をいう。

(8) 市内事業者 市内に住所を有する個人又は市内に事務所若しくは

事業所を有する法人であって、橋本市産の農産物・加工品を仕入

れ、販売する者をいう。

(9)～(13) 略

別表(第 3 条関係)

(定義)

第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。

(1)・(2) 略

(3) 農地 耕作の目的に供される農地のうち田及び畑をいう。ただ

し、耕作放棄地(過去 1 年以上作物を作付けせず、この数年の間に

再び作付けする意思のない土地をいう。)を除く。

(4)・(5) 略

(6) 印刷物 農産物・加工品の販売促進やリピーター獲得に繋がるチ

ラシ等で、市内農業者が市内の印刷事業者に発注して納品を受ける

ものをいう。

(7) 市内農業者 市内に住所を有する個人であって橋本市農地台帳に

登録された者若しくは市内に農地を有する者(当該農地が所在する市

区町村の農業委員会等が発行する耕作証明書等によりその旨が確認

できる者に限る。)若しくはこれらの者で構成された団体又は市内に

登記された本店若しくは主たる事業所を有する法人であって農業を

営む者をいう。

(8) 市内事業者 市内に住所を有する個人又は市内に登記された本店

若しくは主たる事業所を有する法人であって、橋本市産の農産物・

加工品を仕入れ、販売する者をいう。

(9)～(13) 略

別表(第 3 条関係)

項目 事業名 補助対象・基準

(1) 国又は 県農産物産 略

項目 事業名 補助対象・基準

(1) 国又は 県農産物産略



県の補助を
受けて実施
する農業及
び農村の振
興に関する
事業

地補助金活
用促進事業

経営継承支
援事業

1 略
2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者。ただし、
親元就農した農業者である場合は、経営全体
を継承するものとし、継承する経営あたりの
補助対象者は１人とする。
(1)～(4) 略
(5) 地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭

和 55 年法律第 65 号)第 19 条第 1 項に規定
する地域計画をいう。以下同じ。)の目標
地図に位置付けられている者又は位置付け
られることが確実であると見込まれる者

(6)～(9) 略

(2) 担い手
対策事業

収入保険・
果樹共済加
入事業

略

認定農業者
基盤強化事
業

1 略
2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者
(1) 令和 3 年度から令和 6 年度までの間に

新たに農業用施設又は機械を取得した認定
農業者等

(2) 令和 3 年度から令和 6 年度までの間に
この事業による補助金の交付を受けた者で
補助対象年限の残存がある者

3 略
4 補助対象年限

この事業による補助金の交付を受けた最初
の年度から 5 年間

5 略

県の補助を
受けて実施
する農業及
び農村の振
興に関する
事業

地補助金活
用促進事業

経営継承支
援事業

1 略
2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者。ただし、
親元就農した農業者である場合は、経営全体
を継承するものとし、継承する経営あたりの
補助対象者は１人とする。
(1)～(4) 略

(5)～(8) 略

(2) 担い手
対策事業

収入保険・
果樹共済加
入事業

略

認定農業者
基盤強化事
業

1 略
2 補助対象者

新たに農業用施設又は機械を取得した認定
農業者等

3 略
4 補助対象年限

5 年間

5 略



農業用機械
導入支援事
業

1 略
2 補助対象者

次に掲げる要件を満たす者
(1)・(2) 略
(3) 地域計画の目標地図に位置付けられて

いる者又は位置付けられることが確実であ
ると見込まれる者

(4) 略
3～5 略

(3) 農地の
有効活用事
業

有害鳥獣被
害対策事業

略

農地集積推
進事業

1 略
2 補助対象者

(1) 農地中間管理機構が実施する農地中間
管理事業(以下単に「農地中間管理事業」
という。)を活用して市内の農地を 5 年以
上借り受ける契約を締結した農業者であっ
て、地域計画の目標地図に位置付けられて
いる者又は位置付けられることが確実であ
ると見込まれる者

(2) 農地中間管理事業を活用して市内の農
地を 5 年以上貸し出す契約を締結した農地
の所有者

3 補助額
(1) 補助対象者(1) 補助対象者(1)が締結

した農地 10 アール当たり 2 万円。ただ
し、更新の契約の場合は 10 アール当たり 1
万円。

(2) 補助対象者(2) 補助対象者(2)が締結
した農地 10 アール当たり 1 万円。ただ
し、新規の契約の場合に限る。

4 補助金限度額
(1) 補助対象者(1) 30 万円
(2) 補助対象者(2) 5 万円

農作業用道 1 事業内容

農業用機械
導入支援事
業

1 略
2 補助対象者

次に掲げる要件を満たす者
(1)・(2) 略

(3) 略
3～5 略

(3) 農地の
有効活用事
業

有害鳥獣被
害対策事業

略

農地集積推
進事業

1 略
2 補助対象者

農地中間管理機構を通じて市内の農地を 5
年以上借り受ける契約を締結した農業者

3 補助額
10 アール当たり 2 万円



路整備支援
事業

農地への進入路や園内道の整備・修繕に対
して補助金を交付することにより、農地の利
活用と農作業の効率性を高めるとともに農業
者の安全を確保することで、農業経営を支援
する。

2 補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に住所を有する農業者又はそれら
の者で組織する団体であること。

(2) 整備する農地が所有地でない場合は、
所有者から本事業を活用して進入路や園内
道を整備する旨の承諾を得ている者

(3) 地域計画の目標地図に位置付けられて
いる者又は位置付けられることが確実であ
ると見込まれること。

(4) 本事業で整備した進入路や園内道を 10
年以上活用して、農業経営を継続する意思
があること。

(5) 補助金の交付申請時において市税の滞
納がないこと。

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する
暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第
6 号に規定する暴力団員をいう。)又はこれ
らの者と密接な関係を有する者でないこ
と。

3 補助対象事業及び補助対象経費
次に掲げる要件を全て満たすものであるこ

と。
(1) 市内に所在する農地への整備であるこ

と。
(2) 整備する進入路や園内道が 200 平方メ

ートル未満であること。
(3) 補助金を申請する年度内に完了する事

業であること。
(4) 国及び県、市が実施する同様の事業の

対象とならない整備事業であって、整備に



係る費用(工事請負費、資材購入費及び工
事用機械・器具の借上料に限る。)が 10 万
円以上のもの。

4 補助額
対象経費の 3 分の 1 を乗じて得た額(1,000

円未満切捨て)

5 補助金限度額

20 万円

(4) 収益性

の高い農業

推進事業

橋本市農産

物等インタ

ーネット販

売促進事業

1～5 略

6 事業実施期限

令和 8 年 3 月 31 日

橋本ふるさ

と便事業

1 略

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 橋本ふるさと便事業を行う市内農業者

又は市内事業者若しくはオンラインショッ

ピングモール運営事業者であること。

(2) 橋本ふるさと便事業指定事業者として

登録されており、かつ、橋本ふるさと便事

業の幟を掲示していること。ただし、オン

ラインショッピングモール運営事業者にあ

っては、幟の掲示は不要とする。

(3)・(4) 略

3 補助対象経費

次に掲げる要件を全て満たす経費

(1) 橋本ふるさと便指定事業者として登録

された日から登録年度の 1 月末日までの間

(4) 収益性

の高い農業

推進事業

橋本市農産

物等インタ

ーネット販

売促進事業

1～5 略

6 事業実施期限

令和 7 年 3 月 31 日

橋本ふるさ

と便事業

1 略

2 補助対象者

次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 橋本ふるさと便事業を行う市内農業者

又は市内事業者若しくはオンラインショッ

ピングモール運営事業者(橋本ふるさと便

事業指定事業者として登録されており、か

つ、橋本ふるさと便事業の幟を掲示してい

る者に限る。ただし、オンラインショッピ

ングモール運営事業者にあっては、幟の掲

示は不要とする。)であること。

(2)・(3) 略

3 補助対象経費及び補助額

橋本ふるさと便指定事業者として登録され

た日から登録年度の 1 月末日までの間になさ

れた橋本ふるさと便事業に係る送料で、当該

事業者が負担した送料の全額(ただし、オン



になされた橋本ふるさと便事業に係る送料

であること。

(2) 販売方法に関わらず、税込み 2,500 円

以上で販売した農産物又は加工品に係る送

料であること。

4 補助額

指定事業者が負担した送料のうち、１件に

つき 500 円とする。ただし、送料が 500 円未

満の場合は、その全額とする。

5 事業実施期限

令和 8 年 3 月 31 日

(5) その他

ラインショッピングモールで販売する農産

物・加工品は、税込み 2,500 円以上で販売し

たものに限る。)

4 橋本ふるさと便の発送件数の上限

(1) 市内農業者及び市内事業者の発送上限

は、500 件(重複する場合を含む。)とす

る。

(2) 市内農業者のうち、橋本市ふるさと納

税返礼品協力事業者として市長が認定した

事業者(以下「指定事業者」という。)と登

録年度の 6 月末日までに連携して適切に対

応する者は、(1)に 250 件を加算するもの

とする。

(3) 市内農業者のうち、登録年度の 8 月末

日までにオンラインショッピングモールで

販売する者は、(1)に 250 件を加算するも

のとする。

(4) 市内農業者及び市内事業者のうち、複

数の生産者の農産物を取扱う指定事業者

は、本市に住所を有する生産者(指定事業

者として登録されている者を除く。)が 10

人当たり 1,000 件とし、10,000 件を上限と

する。

(5) 市が推進する農産物産地化事業に取り

組む指定事業者のうち、市長が特に必要と

認めるものの発送件数は、10,000 件を上限

とする。

5 事業実施期限

令和 7 年 3 月 31 日

(5) その他 令和 5 年 6
月豪雨によ

1 事業内容



市長が農業

及び農村振

興上特別に

必要と認め

る事業

市長が農業

及び農村振

興上特別に

必要と認め

る事業

る被災農地
及び施設復
旧事業

令和 5 年 6 月豪雨によって被災した農地や
施設(農地の活用に直接必要となる水路及び
農道をいう。以下同じ。)の復旧工事に対し
て補助金を交付することにより、農業の継続
を支援する。

2 補助対象者
次に掲げる要件を全て満たす者

(1) 市内に農地を所有し、耕作し、若しく
は管理する農業者又は農業者で組織する団
体及び市内の施設を管理する団体であっ
て、令和 5 年 6 月 2 日に発生した台風第 2
号によって被災した農地及び施設につい
て、令和 5 年 12 月 28 日までに「令和 5 年
6 月豪雨による被災農地及び施設の届出(確
認依頼書)」が受理されており、かつ、令
和 7 年 3 月 31 日までに自力で復旧させた
ものであること。

(2) 復旧した農地及び施設を 5 年以上活用
して、農業経営を継続する意思があるこ
と。

(3) 補助金の交付申請時において市税の滞
納がないこと。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する
暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第
6 号に規定する暴力団員をいう。)又はこれ
らの者と密接な関係を有する者でないこ
と。

3 補助対象経費
1 か所の工事の費用(工事請負費、工事用資

材購入費及び工事用機械・器具の借上料に限
る。)が 5 万円以上のものであって、領収書
及び復旧工事費用の内訳が分かる明細書の写
しがあるもの。ただし、復旧工事に関し他の
補助金の交付を受けるものを除く。

4 補助額



附 則

この規則は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。

クビアカツ
ヤカミキリ
対策事業

略

農業用ハウ
ス災害復旧
事業

1・2 略
3 補助対象事業及び補助対象経費

自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷
を目的とした農作物の生産に要する農業用ハ
ウス(園芸施設共済事務取扱要領(平成 30 年 5
月 2 日付 30 経営第 367 号)に規定するプラス
チックハウスⅡ類、Ⅲ類、Ⅳ類、Ⅴ類及びⅥ
類をいう。)の補修又は建替え(原則として、
被災前と同面積・同機能のものに限る。)を
行うために必要な資材等の購入費用とする。
ただし、暖房設備、灌水施設等の附帯設備に
係る経費及び国の災害復旧事業等の補助事業
が活用できる経費は対象外とする。

4・5 略

対象経費の 2 分の 1 を乗じて得た額(1,000
円未満切捨て)

5 補助金限度額
20 万円

6 事業実施期限
令和 7 年 3 月 31 日

クビアカツ
ヤカミキリ
対策事業

略

農業用ハウ
ス災害復旧
事業

1・2 略
3 補助対象事業及び補助対象経費

自然災害により倒壊等の被害を受けた出荷
を目的とした農作物の生産に要する農業用ハ
ウス(園芸施設共済事務取扱要領(平成 30 年 5
月 2 日付 30 経営第 367 号)に規定するプラス
チックハウスⅡ類及びプラスチックハウスⅢ
類をいう。)の補修又は建替え(原則として、
被災前と同面積・同機能のものに限る。)を
行うために必要な資材等の購入費用とする。
ただし、暖房設備、灌水施設等の附帯設備に
係る経費は対象外とする。

4・5 略


